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１．目的 

・ 市では平成１９年度以降、市職員による事業点検部会において４８６の事務事業

一つ一つに対して点検を行い、事業を４つの方向（拡大、現状維持、適正化や規

模縮小、凍結・撤退）に整理しました。その結果一定の見直しが図れ、効果を上

げてきました。 

・ 今後、財政基盤の更なる安定と市民満足度の向上を図っていくため、もう一段の

事業の見直しをしていかなければなりません。事業の見直しに際しては、市民の

利便性・快適性の向上が図られているか、事業効果が本当に上がっているかとい

った視点とともに、ゼロベースの発想（※１）に立って業務及びそのプロセスを

点検していくことが必要です。 

・ そこで、市民目線から事業のあり方・方向性を評価する「市民による事業評価」

を実施し、庁内検討では切り込みが難しかった事業の見直しや、更なるアウトソ

ース（※2）の検討などを進め、より良い事業の展開を目指します。 

 

２．対象事業と評価の視点 

（１）対象事業 

・ 下記の視点から挙げた対象事業候補の中から、庁内の行財政改革推進本部にて１

６事業に絞り、市民評価委員に提示します。 

 第３次行財政改革大綱・後期実施計画に掲げた個別事業の項目（No.１４～

７６）のうち「進捗への認識」が未達の事業 

 第３次行財政改革大綱・後期実施計画期間中に民間委託を進めた事業 

 各部より課題とされていた事業 

・ 第 1 回準備会にて、事業評価本番で評価する７事業を市民評価委員に選択して

いただきます。 

 

（２）評価の視点 

・ 各事業の評価は、次のような方向性に整理します。 

①「更なる取り組みが必要」 ⇒経営資源（人・物・財源・情報）の更なる投入 

②「このままでよい」    ⇒現状維持 

③「こうすればよい」    ⇒経費節減につながる改善 

④「縮小の方向へ」     ⇒規模縮小（将来の廃止も含む） 

・ ①、③、④については「何を、どうすれば良い」という具体的なご提案をいただ

きたいと考えています。 

 

※1 ゼロベースの発想･･･現状ありきの発想ではなく、白紙の状態から発想すること。 

※2 アウトソース･･･市職員が直接担っている業務を民間企業、市民団体等に委託する

こと。 

 

市民による事業評価 実施要領 
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３．スケジュールと進め方 

（１）スケジュール 

回 日時・場所 内容 

第１回 

準備会 

1 月２２日（日） 

午後 1 時 30 分から 

午後 5 時 30 分まで 

北庁舎 第 2 会議室 

・市民による事業評価 開催要領 

・これまでの行財政改革の取り組み 

・自己紹介、代表者と副代表者決め 

・事業評価対象事業候補の概要説明、 

 質疑応答 

・事業絞り込み 

・鍵となる質問作り 

第２回 

準備会 

2 月４日（土） 

午後 1 時 30 分から 

午後 5 時 30 分まで 

北庁舎 第 2 会議室 

・事業評価対象事業の所管課による 

 事業説明 

・質疑応答 

・事業評価対象事業の論点整理 

事業評価 

当日 

2 月 19 日（日） 

午前 9 時 00 分から 

午後 4 時 50 分まで 

市民センター 第 1・2 会議室 

・事業評価対象事業の所管課による 

 概要説明 

・ファシリテーター（※３）より論 

 点復習 

・質疑応答、討議 

・方向性の整理、評価結果のまとめ  

 

・ 準備会、事業評価当日ともに、傍聴できます。 

 

 

（２）進め方 

・ 議論内容を「見える化」するために、ワークショップ（※４）手法を取り入れま

す。 

・ ファシリテーター（市民評価委員の代表者）を中心に、議論を進めます。 

・ 市民評価委員からの評価結果（４つの方向性と具体的な改善方法）を参考に、庁内

検討、行財政改革審議会での審議を行い、市の方針を決定します。この場合、市が

決定した方針と市民評価委員からの評価結果は異なることがあります。 

・ 進め方の詳細については、P.5「事業評価の進め方」をご覧ください。 

 

 

※３ ファシリテーター･･･メンバーの意見を引き出し、合意形成を促す役。 

※４ ワークショップ･･･参加者が課題や情報を共有し、互いの立場や多様な意見を尊

重・理解し合いながら解決策や提案をまとめていく参加・体験型の検討作業の場。 



 

4 

４．市民評価委員 

市民評価委員は公募された 8 名で構成します。 

 

５．会場レイアウト 

市民センター2 階 

だれでも

トイレ

女性用

トイレ

男性用

トイレ

エレベーター

喫煙

コーナー

受付

出入口

第1・2会議室

第５会議室

第６会議室

第４会議室

 

 

第 1・2 会議室 

 

傍聴者

入口

評価委員

所管

ホワイトボード

事務局

出入口 
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１．基本的な進め方（意見のまとめ方）  

事業の評価に向けて、各段階のテーマに沿って次の手順で議論を進めていきます。 

 

・ 委員各自が、テーマに対する意見を出来るだけ多くのカードに書き出します。 

・ 意見は１つの意見ごとに１枚のカードに書き出していきます。 

・ 意見についての説明を加えながら、書き出したカードを模造紙に貼り出していき

ます。 

・ 委員全員で意見交換を行いながら、似通った意見を並べ替え、グループ化します。

その場で出された意見もカードに書き出し、模造紙に加えていきます。 

・ 出来上がったグループに表題をつけ、テーマに対する議論のまとめを行います。 

 

２．メンバーと役割 

議論はファシリテーター役の代表者 1名とそれを補佐する副代表者 2名を中心に、

市民評価委員 8 名で進めていきます。 

 

事務局→会議全体の時間管理、進行管理を行います。 

所管職員→事業内容の説明、質問に対する回答を行います。（第 2 回準備会、事

業評価当日） 

 

３．議論を進める上でのルール 

・ 委員全員が対等な立場にあり、自由な発言を行うことを尊重してください。 

・ 各委員の発言を尊重し、はじめから否定することのないように配慮してください。 

・ 限られた時間の中で各委員ができるだけ多く発言できるよう、発言時間が長くな

りすぎないように配慮してください。 

・ 特定の個人や団体などの誹謗中傷につながる発言はしないようにしてください。 

・ 全体を見渡した視点から議論を行い、特定の地域や団体などの個別利益を優先す

る立場に陥らないようにしてください。 

・ 意見が対立した場合は、問題の所在などを明らかにした上、合意形成に向けてお

互いに歩み寄るようにしてください。 

・ 一度合意した内容は尊重し、議論を前に進めるようにしてください。 

・ 会議の内容の取り扱いについては、十分に注意してください。（ツイッターやブ

ログへの書き込みなど） 

・ 欠席や遅刻をされる場合は事務局に連絡をお願いします。 

事業評価の進め方 
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４．議論のテーマと各回の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回準備会 

※ 市民による事業評価の開催要領、これまでの行財政改革の取り組みについて事務

局から説明します。（25 分） 

※ 自己紹介し、代表者 1 名、副代表者 2 名を決めます。（10 分） 

※ 事業説明資料（事業プロファイル）の見方、対象事業候補の概要について事務局

から説明し、質疑応答を行います。（65 分） 

 

 

対象事業候補から事業評価を行う 7 事業を絞り込みます。 

 

手順① どの事業について事業評価を行うか、自由に意見を出していきます。1 人 3

つ以上。（30 分）  ここでは意見のまとめは必要ありません。 

手順② 出された意見を踏まえて、委員全員の挙手による多数決で対象事業を 7 事

業に絞り込みます。（10 分） 

 

 

多数決のルール 

挙手は 1 人 7 回とします。同点のときは全員

で再度多数決をとることとします。 

第 1 回準備会 

第 2 回準備会 

事業評価当日 

Ⅰ 対象事業の絞り込み 
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どのような視点で事業評価を行っていくか考え方を整理し、鍵となる質問を作って

いきます。（60 分） 

 

手順① 事業を評価する上で必要となる視点について自由に意見を出してください。 

手順② 意見をまとめながら、質問事項（鍵となる質問）を作っていきます。質問

はいくつでも結構です。 

 

第 2 回準備会 

※ 個別の事業についての検討を始めます。１事業ごとに所管からの説明、Ⅲ質疑、

Ⅳ論点の整理を繰り返し行っていきます。 

※ まず、所管課から事業の説明を行います。（10 分） 

 

 

 

その事業についての理解を深めるために、疑問に思う点など自由に質疑を行います。

（10 分） 

 

 

 

事業の論点を整理します。（10 分） 

 

手順① 事業の問題点、課題について意見を出してください。 

手順② 意見をまとめながら、論点を 2 つ程度に整理します。 

 

※ 1 事業につき 30 分程度で行い、途中で休憩をとります。 

※ 事業評価当日までに論点に沿って意見を意見カードに 1 事業 1 つ以上書いてき

てください。 

質疑の進め方 

第 1 回準備会で作った質問を、事業ごとに具体

化するようなイメージで進めてください。 

質問づくりの考え方 

個別の事業についてではなく、事業評価を行う上での質問を考えていきます。 

市の事業はどのように実施されるべきでしょか。どういった要件が満たされていれば事業として高

く評価できるでしょうか。（例えば…） 

 必要な事業、評価の高い事業とは…行政でしか実施することが出来ない事業→「（質問）その事業

は行政でなければ実施できないものですか」 

Ⅱ 鍵となる質問作り 

 

Ⅳ 論点の整理 

 

Ⅲ 質疑 
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事業評価当日 

※ 引き続き個別事業について検討を進めていきます。１事業ごとに所管からの説明、

論点の復習、Ⅴ方向性の整理、Ⅵ評価を繰り返し行っていきます。 

※ 所管課から事業概要を説明します。（5 分） 

※ 代表者を中心に、前回整理した論点を復習します。（5 分） 

 

 

 

事業をどのように行っていくべきか、その方向性を整理していきます。 

 

手順① 論点ごとに書いてきた意見を発表しながら、他に意見があれば自由に出し

てください。（15 分） 

手順② 論点ごとに今後どのようにしていくのが良いか、アイデアを出していきま

す。（１０分） 

手順③ アイデアをまとめながら、事業の評価を 4 つの方向性に整理していきます。

（5 分） 

 

 

 

整理された意見を振り返りながら評価を集約します。（10 分） 

※ 1 事業につき 50 分程度で行い、途中適宜休憩をとります。 

4 つの方向性 

更なる取り組みが必要・このままでよい・

こうすればよい・縮小の方向へ 

Ⅴ 方向性の整理 

Ⅵ 評価 
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５．タイムスケジュール 

第 1 回準備会 1 月 22 日（日）市役所北庁舎 1 階 第 2 会議室 

時間 内容 

13：30～13：40 開会挨拶 

13：40～13：50 事業評価の開催要領説明 

13：50～14：05 これまでの行財政改革の取り組み説明 

14：05～14：15 自己紹介、代表者・副代表者決め 

14：15～14：25 休憩（10 分） 

14：25～15：30 対象事業候補の概要説明、質疑応答 

15：30～16：10 対象事業の絞り込み 

16：10～16：20 休憩（10 分） 

16：20～17：20 鍵となる質問作り 

17：20～17：30 本日の振り返り 

 

第２回準備会 2 月 4 日（土）市役所北庁舎 1 階 第 2 会議室 

 時間 内容 

13：30～13：35 本日の実施要領 

13：35～14：05 ふれあいセンター管理経費 

14：05～14：35 市営賃貸工場アパート管理事業費 

14：35～14：45 休憩（10 分） 

14：45～15：15 社会福祉協議会運営助成事業費 

15：15～15：45 東村山市シルバー人材センター運営事業費 

15：45～16：15 憩の家運営事業費 

16：15～16：25 休憩（10 分） 

16：25～16：55 老人クラブ助成事業費 

16：55～17：25 
体育施設維持管理経費 

（久米川庭球場用地借地料） 

17：25～17：30 本日の振り返り 
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事業評価当日 2 月 19 日（日）市民センター2 階 第 1・2 会議室 

時間 内容 

9：00～ 9：15 
開会挨拶 

本日の実施要領 

9：15～10：05 ふれあいセンター管理経費 

10：05～10：20 休憩（15 分） 

10：20～11：10 市営賃貸工場アパート管理事業費 

11：10～12：00 社会福祉協議会運営助成事業費 

12：00～13：00 昼食・休憩（60 分） 

13：00～13：50 東村山市シルバー人材センター運営事業費 

13：50～14：40 憩の家運営事業費 

14：40～15：00 休憩（20 分） 

15：00～15：50 老人クラブ助成事業費 

15：50～16：40 
体育施設維持管理経費 

（久米川庭球場用地借地料） 

16：40～16：50 
本日の振り返り 

閉会挨拶 

※ 進行の状況により、時間が前後する場合があります。 



 

対象事業の事業プロファイル 

 

１１ 

事業プロファイルの見方 

 事業評価の対象事業について作成した事業プロファイル（※１）の見方は次のと

おりです。 

《１ページ目》 

① 事業名称 

 予算上の事業名称 

② 担当所管 

 事業を所管する部・課 

③ 事業目的 

 事業を実施する目的 

④ 事業対象者 

 事業の主な対象者 

⑤ 事業内容 

 事業の主な内容 

 

《２ページ目》 

⑥ コスト 

 事業に係る事業費、人件費を合わせたコス

トと、その財源の内訳（詳細は後述） 

⑦ 課題 

 事業を継続するうえでの課題 

○A  コスト内訳 

 21 年度決算、22 年度決算、23 年度予

算の事業費の内訳と、23 年度の人件費。人

件費は事業に係る正職員、再任用職員、嘱託

職員のそれぞれの工数（※２）（単位：人年）

と、各区分の平均人件費（単位：千円/年）を、積算することにより算出。 

平均人件費 正職員：7,708 千円 再任用職員：3,111 千円 嘱託職員：2,984 千円 

○B  財源内訳 

 事業に係る 23 年度予算の財源の内訳。財源は一般財源と特定財源に大きく分

けられる。 

 一般財源：特定財源を除いた市で純粋に負担する財源 

 特定財源：国・都支出金、使用料、手数料など、その事業に充てるべき財源 

《３ページ目、４ページ目》 

各事業に関する補足説明資料 

※１ プロファイル･･･元々は人物の輪郭や概略を意味する。事業プロファイルは、各事

業を議論するうえで必要となる概略をまとめたもの。 

※２ 工数･･･事業に係る作業時間、仕事量のこと。1 人が 6 ヶ月間、従事した場合、

0.5 人年となる。 

※１　●●…▲▲▲▲のこと。

●●事業費

No.● 

●●部
▲▲課事業名称 担当所管

事業プロファイル

１

５

４

３

２

事業目的

事業対象者

事業内容

No.●　●●事業費

　　 　コスト内訳 　　　財源内訳

※人件費は23年度のみ算出。算出方法は「プロファイルの見方」参照。

※２　●●…▲▲▲▲のこと。
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No. 4

市民部市民協働課
資源循環部ごみ減量
推進課

事業プロファイル

事業名称 担当所管

ふれあいセンターは、地域住民の相互の信頼に基づき、住民の交流を促進し、住み良いまち
づくり、地域の文化の振興を図る拠点として設置されたものである。ふれあいセンターを指定
管理者制度（※１）を用いて効率的かつ効果的に運営し、市民サービスの向上と経費の節減
等を図る。

地域の自主的なコミュニティ活動の展開を図る5ヵ所のふれあいセンターを設置する。

 

　　使用時間　：　午前9時から午後9時30分まで
　　休館日　　：　　栄町、秋水園…毎週月曜、年末年始
　　　　　　　　　　　多摩湖、恩多、久米川…毎週水曜、年末年始
　　利用料　　：　 有料。金額は各施設各部屋によって異なる。

ふれあいセンターは、地域の施設として地域住民の意見を反映した施設運営をするため、基
本設計の段階から区域住民から公募で募った「設立準備委員会」と市による協働で施設の概
要、運営方針などを協議し、開館後は、設立準備委員会を基礎とした「市民協議会」を立ち上
げ、施設の管理運営を行っている。
市民協議会は、各センターの利用者、近隣住民、自治会の方々などで構成され、平成18年4
月より指定管理者として管理運営を行っている。（現在の指定期間は平成23年4月1日から28
年3月31日まで）

センターの取り組み事例
・イベント行事（センター祭り、夕涼み会等）
・文化教養事業（映画鑑賞会、音楽鑑賞会等）
・健康増進事業（健康体操、太極拳、血圧測定、健康相談等）
・年中行事（ひな祭り、七夕飾り等）
・子ども向け、子育て世代向けの事業（絵本の読み聞かせ、書初め、夏休みの工作教室等）
・利用団体・サークルの交流を図るカラオケ大会・芸能大会・囲碁将棋大会
・地域のかたを講師に迎えた、各種講演会
・防犯･防災等の講習会

ふれあいセンター管理経費

市民（主な受益者は各施設対象エリアの住民）

※１　指定管理者制度…公の施設の管理を市が指定した民間事業者などに任せ、住民サー
ビスの向上を図るとともに、施設の適正かつ効率的な運営を図るもの。平成15年9月に地方
自治法の一部が改正され、開始された。

事業内容 

事業目的 

事業対象者 

施設名称 所在地 開館日
22年度年間利用回数

（複数部屋合計）

多摩湖ふれあいセンター 多摩湖町1丁目18番地16 平成11年6月1日 1,248
恩多ふれあいセンター 恩多町5丁目40番地1 平成13年4月21日 2,954
栄町ふれあいセンター  栄町2丁目25番地5 平成14年6月1日 1,817

久米川ふれあいセンター 久米川町3丁目16番地4 平成15年6月1日 1,658
秋水園ふれあいセンター 秋津町4丁目24番地12 平成15年7月1日 2,376
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No.4 ふれあいセンター管理経費

コスト内訳 財源内訳

※22年度のその他には多摩湖ふれあいセンター浴室改修工事（3,350千円）が含まれる。

※人件費は23年度のみ算出。算出方法は「プロファイルの見方」参照。

●担い手の問題
市民協議会の役員は無償ボランティアで活動しているため、負担が大きい。また、今後の担
い手の問題もある。

●管理運営の責任問題
事故等の責任の所在については、事故の内容の個別判断になってしまう。
また、施設・備品の老朽化への対応については指定管理料の中で賄う必要があり、民間委託
と比べ財力が弱い。

●市民協議会が指定管理者となって運営していることの認知度が低い
認知度が低いために、例えば小中学校の児童を交えて事業展開を行いたいときなど学校側
との調整等で協力が得られないケースや、他所管が活動を支援している団体との共催の調
整などの問題が見受けられる。

43,113  43,999  46,165  

2,664  2,664  
2,664  37  3,386  35  
6,912  
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課題 

一般財源 

37,306  

11,558  

西武園競輪場

周辺対策整備

基金繰入金 

土地賃借料

（久米川） 
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【補足説明資料】

各センターの施設内容 

市職員と指定管理者の業務分担（抜粋） 

恩多ふれあい

センター外観 

秋水園ふれあい

センター大集会

室 

施設位置、写真 

市の業務 指定管理者の業務

・指定管理料の算定（予算編成）
・指定管理基本協定、年度協定の作成
・毎月の会計・管理報告のチェック
・各センター間の連絡調整
・運営、事業に伴う諸問題の調整
・各種イベントの企画調整
・備品購入、及び施設の修繕等に関する協議

・年間事業計画の作成
・月次報告書、年次報告書の作成
・事務職員の雇用
・センターの使用の承認、不承認、取り消し行為
・センターの使用に伴う受付・案内業務
・利用料金の設定、徴収、減免
・使用に伴う各種申請書、許可書その他必要な書類
等の印刷
・地域ニーズに則したコミュニティ活動事業を行うこと
・施設全体を維持管理すること
・災害時の初期対応
・緊急時、非常事態時の避難誘導

施設名称 集会室 和室 料理教室 その他 合計

多摩湖ふれあいセンター 
1部屋

（70名）
3部屋

（24名、18名、8名）
1部屋

（10名）
5部屋

恩多ふれあいセンター 
2部屋

（48名×2）
2部屋

（12名×2）
1部屋

（24名）
多目的室
（24名）

6部屋

栄町ふれあいセンター  
2部屋

（30名、24名）
1部屋

〈10畳〉
3部屋

久米川ふれあいセンター 
2部屋

（60名×2）
1部屋

〈12畳〉
1部屋 4部屋

秋水園ふれあいセンター 
3部屋

（50名、24名、12名）
2部屋

（16名×2）
1部屋

（12名）
6部屋

（　）内は定員
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No.4 ふれあいセンター管理経費

ふれあいセンターは基本的には団体登録制度として
おり、登録団体は市民協議会の会員として総会の議
決権を持つ他に、協議会員としてイベント時の手伝い
など運営に参加する仕組みを設けている。

主な登録団体の活動内容
・趣味のサークル活動（囲碁将棋、カラオケ、コーラス、ダンス、日舞、軽体操、大正琴、ハモ
ニカ、料理、手芸など）
・自治会や地域団体の会議会合
・小中学ＰＴＡや保育園、幼稚園等の父母会、子育てサークル

ふれあいセンターの指定管理料は、施設利用料等を勘案したうえで、センターの管理運営に
関わる必要経費を積み上げ積算している。

積算内訳
人件費（各館共通積算）、消耗品費（各館共通積算）、光熱費、修繕費(各館共通)、通信運搬
費（各館共通）、使用料手数料、保険料、委託料

※光熱費など変動するものは過去5年間の使用実績を勘案。
※その他は契約実績額や市の他施設に準拠した値を基として算出。

23年度の団体登録数 

指定管理料の算出方法 

多摩湖ふれあいセンター 80
恩多ふれあいセンター 89
栄町ふれあいセンター  73

久米川ふれあいセンター 31
秋水園ふれあいセンター 96

施設名称 団体登録数

市民協議会の組織図 

雇用役員
会長、副会長、会計等

会員
登録団体、地域住民等

事務局無償

市民協議会

市

利用者

・施設の維持管理

・コミュニティ活動事業の実施

指定管理料

利用料・使用料等
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No. 5

市民部
産業振興課

事業プロファイル

事業名称 担当所管

※１　準工業地域…主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため
定める地域。

市内の住宅地等に混在する工場施設及び市外から市内に移転を希望する小規模企業者の
工場施設を準工業地域に集約化し、適正な工業振興とその環境整備を図る。

住宅地域に混在する工場を準工業地域（※１）に集約し、作業場面積の狭隘対策や周辺の環
境整備など、積極的な事業展開を図ろうとする工場に対して、新たな操業の場を提供する。

建物
所在地　東村山市久米川町1－51－4
使用開始日　平成10年6月1日
構造　鉄筋コンクリート造2階建
工場施設　各階4室（100平方メートル2室、200平方メートル2室）　　※現在1室空き
主要設備　荷物リフト1基（3t）・駐車場8台・共同受変電設備・共同湯沸室・共同トイレ
支援施設　会議室・情報提供室・休憩室等

使用期間
3年間（更新4回、最長15年間）

使用料（月額）　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 通常の使用料（月額）
1階100平方メートル／141,550円                          1階100平方メートル／149,000円
1階200平方メートル／284,050円                          1階200平方メートル／299,000円
2階100平方メートル／127,300円                          2階100平方メートル／134,000円
2階200平方メートル／255,550円                          2階200平方メートル／269,000円
※現在、不況対策特別期間における使用料の特例として5％減額を行っている（平成25年3月
まで）
駐車場（月額）
8,000円（1台）
共益費（月額）
100平方メートル／25,000円
200平方メートル／50,000円
保証金
工場施設使用料2か月分
その他
電気・上下水道の使用料、廃棄物処理費用、工事費用は、自己負担。

市営賃貸工場アパート管理事業費

市内小規模企業者（おおむね常時使用する従業員の数が20人以下）
ただし、市外個人小規模企業者でも、市内に移転する見込みがあれば可能。

事業内容 

事業目的 

事業対象者 

5％減額 
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No.5 市営賃貸工場アパート管理事業費

コスト内訳 財源内訳

※人件費は23年度のみ算出。算出方法は「プロファイルの見方」参照。

●確実な使用料確保と事業推進の困難性
市内に準工業地域が少なく、産業振興・税収向上対策として、都営住宅との合築で工場ア
パートを建設し、東京都に地代を払って経営している。
小規模企業者を優良企業に育てて市内での継続営業と税収向上を期待するものであるが、
入居者の殆どは零細な下請企業のため、バブル以降の長引く経済不況により、厳しい経営
状況が続き、この間、使用料の滞納による退去訴訟した例や類似状況に至った例もある。

・東京都との協定による難しさもあるが、事業継続そのものの判断。
・入居者選定基準、滞納者の対処（法令上の3月では現実的に判断困難。100年に1度の経済
不況や東日本大震災等の時等、退去＝倒産の状況の中で公の事業として判断は苦しい)
・使用料額の設定
・現在管理運営を委託し、管理人を雇用しているが、使用料等にかかる事務作業は市担当者
が直接行っており、運営面でも検討が必要。
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【補足説明資料】

レイアウト図 

工場アパート外観 

室内の様子 

1階 

2階 

施設位置、写真 
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